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特定の職種及び作業に係る技能実習制度運用要領 

-自動車整備職種の自動車整備作業の基準について- 

平成 29年５月 

法務省・厚生労働省・国土交通省 編 

 

（制定履歴） 

平成 29年５月２日公表 

 

 ○ 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（平成２８

年法律第８９号。以下「法」という。）及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能

実習生の保護に関する法律施行規則（平成２８年法務省・厚生労働省令第３号。以

下「規則」という。）は、主務大臣が制度全体の適正化を図ることに加え、個別の職

種分野について、当該職種に係る知見を有する事業所管省庁が一定の関与を行い、

適正化を図ることができる制度となっており、主務大臣と事業所管大臣は協議の上、

当該特定の職種及び作業に特有の事情を踏まえた告示を制定することが可能とな

っています。 

 ○ 自動車整備職種及び作業に係る技能実習については、自動車整備職種の自動車

整備作業について外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関す

る法律施行規則に規定する特定の職種及び作業に特有の事情に鑑みて事業所管

大臣が告示で定める基準を定める件（平成２９年国土交通省告示第３８６号。以下

「告示」という。）において、固有の基準が定められています。 

 ○ 各基準の詳細は以下の通りです。 

 

第１ 技能実習の内容の基準 

 

【関係規定】 

   （技能実習の目標及び内容の基準） 

規則第１０条 （略） 

２ 法第九条第二号（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令で定める基

準のうち技能実習の内容に係るものは、次のとおりとする。 

  一～六 （略） 

  七 第一号技能実習に係るものである場合にあっては、入国後講習が次のいずれにも該当する

ものであること。 

    イ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体監

理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者に委
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託して、座学（見学を含む。ハにおいて同じ。）により実施するものであること。 

    ロ 科目が次に掲げるものであること。 

      (１) 日本語 

      (２) 本邦での生活一般に関する知識 

      (３) 出入国又は労働に関する法令の規定に違反していることを知ったときの対応方法その

他技能実習生の法的保護に必要な情報（専門的な知識を有する者（第一号団体監理

型技能実習に係るものである場合にあっては、申請者又は監理団体に所属する者を除

く。）が講義を行うものに限る。） 

      (４) (１)から(３)までに掲げるもののほか、本邦での円滑な技能等の修得等に資する知識 

    ハ その総時間数（実施時間が八時間を超える日については、八時間として計算する。）が、

技能実習生が本邦において行う第一号技能実習の予定時間全体の六分の一以上（当該

技能実習生が、過去六月以内に、本邦外において、ロ(１)、(２)又は(４)に掲げる科目につ

き、一月以上の期間かつ百六十時間以上の課程を有し、座学により実施される次のいずれ

かの講習（以下「入国前講習」という。）を受けた場合にあっては、十二分の一以上）である

こと。 

      (１) 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあっては申請者が、第一号団体

監理型技能実習に係るものである場合にあっては監理団体が、自ら又は他の適切な者

に委託して実施するもの 

      (２) 外国の公的機関又は教育機関（第一号企業単独型技能実習に係るものにあっては、

これらの機関又は第二条の外国の公私の機関）が行うものであって、第一号企業単独

型技能実習に係るものである場合にあっては申請者、第一号団体監理型技能実習に

係るものである場合にあっては監理団体において、その内容が入国後講習に相当すると

認めたもの 

    ニ 第一号企業単独型技能実習に係るものである場合にあってはロ(３)に掲げる科目、第一

号団体監理型技能実習に係るものである場合にあっては全ての科目について、修得させよ

うとする技能等に係る業務に従事させる期間より前に行われ、かつ、当該科目に係る入国

後講習の期間中は技能実習生を業務に従事させないこと。 

  八 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及び

作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣（法第五十三条に

規定する事業所管大臣をいう。以下同じ。）が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当

該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 
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告示第１条 自動車整備職種の自動車整備作業（以下単に「自動車整備作業」という。）に係る外

国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則（以下「規則」と

いう。）第十条第二項第八号に規定する告示で定める基準は、第一号技能実習に係るものであ

る場合にあっては、入国後講習において、自動車整備作業に関する講習（国土交通大臣が指

定する教材を使用して、自動車整備作業に関する基礎的な知識を修得させるものに限る。）を

実施することとしていること（当該講習を同号ハに規定する入国前講習において受けた技能実習

生に係るものである場合を除く。）とする。 

 

○ 自動車整備職種の自動車整備作業（以下単に「自動車整備作業」という。）に係る

技能実習の内容の基準として、第１号技能実習に係るものである場合には、入国前

講習又は入国後講習（以下「入国後講習等」という。）において、国土交通大臣が指

定する教材を使用して、自動車整備作業に関する基礎的な知識を習得させる講習

を実施することが求められます。 

 

○ 国土交通大臣が指定する教材とは、次のものを指します。 

 ・ 「基礎自動車整備作業」（一般社団法人日本自動車整備振興会連合会作成） 

 ・ 「外国人技能実習制度自動車整備職種安全衛生教本」（外国人技能実習制度

自動車整備職種WG分科会作成） 

外国人技能実習制度自動車整備職種安全衛生教本は次の一般社団法人日

本自動車整備振興会連合会のＨＰで公表されています。 

参考 一般社団法人日本自動車整備振興会連合会 HP： 

https://www.jaspa.or.jp/Portals/0/resources/jaspahp/user/expat/pdf/t

extbook.pdf 

 

【確認対象の書類】 

・ 技能実習計画認定申請書（省令様式第１号）（入国後講習において、自動車整備作業に関

する講習を実施する場合に限る。） 

・ 入国前講習実施（予定）表（参考様式第１-２９号）（入国前講習において、自動車整備作業

に関する講習を実施する場合に限る。） 

・ 委託機関との間に締結された入国後講習等に係る契約書写し等委託関係を明らかにする資

料及び委託期間の概要を明らかにする資料（入国後講習等について、申請者又は監理団体

が委託する場合に限る。） 

 

【留意事項】 

○ 申請書の「入国後講習実施予定表の講習内容」（入国後講習の場合）又は「入国前講習実

施（予定）表の科目（内容）」（入国前講習の場合）の欄に、使用教材の名称を記載していただ
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く必要があります。 

○ 入国後講習等を委託する場合は、その契約書等の内容に、教材の指定について記載して

いただくことが必要です。 

 

第２ 技能実習を行わせる体制の基準 

 

【関係規定】 

 （技能実習を行わせる体制及び事業所の設備） 

規則第１２条 法第九条第六号（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）の主務省令

で定める基準のうち技能実習を行わせる体制に係るものは、次のとおりとする。   

一 （略） 

  二 技能実習の指導を担当する者として、申請者又はその常勤の役員若しくは職員のうち、技

能実習を行わせる事業所に所属する者であって、修得等をさせようとする技能等について五

年以上の経験を有し、かつ、次のいずれにも該当しないものの中から技能実習指導員を一名

以上選任していること。 

    イ 法第十条第一号から第七号まで又は第九号のいずれかに該当する者 

    ロ 過去五年以内に出入国又は労働に関する法令に関し不正又は著しく不当な行為をした者 

    ハ 未成年者 

  三～十三 （略） 

十四 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及

び作業に係るものにあっては、当該特定の職種及び作業に係る事業所管大臣が、法務大臣

及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業に特有の事情に鑑みて告示で定める基

準に適合すること。 

告示第２条 自動車整備作業に係る規則第十二条第一項第十四号に規定する告示で定める基

準は、次のとおりとする。 

  一 第一号技能実習又は第二号技能実習に係るものである場合にあっては、技能実習指導員

（規則第七条第五号に規定する技能実習指導員をいう。次号において同じ。）が、規則第十

二条第一項第二号に規定する要件に該当するほか、次のいずれかに該当する者であるこ

と。 

    イ 一級又は二級の自動車整備士の技能検定（道路運送車両法（昭和二十六年法律第百

八十五号）第五十五条第一項の技能検定をいう。以下同じ。）に合格した者 

    ロ 三級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し三年以上の実

務の経験を有する者 

  二 第三号技能実習に係るものである場合にあっては、技能実習指導員が、規則第十二条第

一項第二号に規定する要件に該当するほか、次のいずれかに該当する者であること。 

    イ 一級の自動車整備士の技能検定に合格した者 
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    ロ 二級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し三年以上の実

務の経験を有する者 

三 技能実習を行わせる事業所が、道路運送車両法第七十八条第一項の規定に基づき地方

運輸局長から自動車分解整備事業の認証（対象とする自動車の種類として二輪の小型自動

車のみを指定されたもの及び対象とする業務の範囲を限定して行われたものを除く。）を受け

た事業場であること。 

 

○ 自動車整備作業係る技能実習を行わせる体制の基準のうち、技能実習指導員の

要件としては、次のものが求められます。 

・ 第１号技能実習又は第２第技能実習に係るものである場合には、技能実習指導

員が次のいずれかに該当する者であること。 

  ①－１ １級又は２級の自動車整備士の技能検定に合格した者 

  ①－２ ３級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し

３年以上の実務の経験を有する者 

・ 第３号技能実習に係るものである場合には、技能実習指導員が次のいずれかに

該当する者であること。 

  ②－１ １級の自動車整備士の技能検定に合格した者 

  ②－２ ２級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し

３年以上の実務の経験を有する者 

  

○ ①－２及び②－２における自動車整備作業の実務経験とは、次に掲げる事業場

等（Ａ－１からＡ－４まで）において、いずれかの整備作業（Ｂ－１又はＢ－２）に従事

したことをいいます。 

・事業場等 

Ａ－１ 道路運送車両法第７８条の自動車分解整備事業の認証を受けた者の事業

場 

Ａ－２ 道路運送車両法第９４条の優良自動車整備事業の認定を受けた者の事業

場 

Ａ－３ 各都道府県自動車整備振興会から承認を受けた特定給油所（自家用乗用

自動車の４輪主ブレーキ及び駐車ブレーキがすべてディスク・ブレーキである自

動車の１年ごとの定期点検整備（分解整備を除く。）を確実に実施したとき、「定

期点検整備促進運動」による点検整備済ステッカーを交付できる給油所） 

Ａ－４ 上記各号に掲げる事業場等と同等の整備作業を行い得るその他の事業場

等（整備作業場所及び設備の説明が必要となります。） 

・整備作業 

Ｂ－１ 道路運送車両法施行規則第３条に規定する分解整備作業 
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Ｂ－２ 上記に掲げるものと同等の自動車の点検、調整及び交換作業 

（注：オイル、タイヤ、灯火装置、ワイパーブレード等の交換作業のみの軽微な作

業は実務経験には認められません。） 

【確認対象の書類】 

○ 技能実習指導員の基準 

・ 技能実習指導員の履歴書（参考様式第１－６号） 

・ 自動車整備士技能検定合格証の写し  

・ 実務経験証明書（①－２及び②―２の要件による場合に限る。） 

・ 自動車分解整備事業の認証を受けた事業主であることを証する書面の写し（Ａ－１の事業

場で従事した場合に限る。） 

・ 優良自動車整備事業の認定を受けた事業主であることを証する書面の写し（Ａ－２の事業

場で従事した場合に限る。） 

・ 承認を受けた特定給油所であることを証する書面の写し（Ａ－３の事業所で従事した場合

に限る。） 

・ Ａ－１からＡ－３までに掲げる事業場等と同等の整備作業を行い得ることを証する整備作

業場所及び設備についての説明を行った書面（Ａ－４の事業場で従事した場合に限る。） 

○ 技能実習を行わせる事業所の基準 

・ 技能実習計画認定申請書（省令様式第１号） 

・ 自動車分解整備事業の認証を受けたことを証する書面の写し（対象とする自動車の種類

として二輪の小型自動車のみを指定されたもの及び対象とする業務の範囲を限定して行わ

れるものは認められません。） 

【留意事項】 

○ 実務経験証明書については、従事した事業場等の事業主が作成し、かつ、次の項目の記

載が必要となります。 

・ 氏名 

・ 従事した事業場等の名称、住所 

・ 実務経験期間（開始年月日及び終了年月日並びに経験年ヶ月） 

・ 事業場等の事業主名（直筆又は事業主印の押印） 

・ 認証番号（Ａ－１の事業場で従事した場合に限る。） 

・ 認定番号（Ａ－２の事業場で従事した場合に限る。） 

・ 承認番号（Ａ－３の事業所で従事した場合に限る。） 

・ 事業場等の作業場及び設置設備の説明（Ａ－４の事業所等で従事した場合に限る。） 

・ 技能実習指導員が担当していた整備作業内容 

 

第３ 技能実習計画の作成指導に関する基準 
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【関係規定】 

  （監理団体の業務の実施に関する基準） 

規則第５２条 法第三十九条第三項の主務省令で定める基準は、次のとおりとする。 

  一～七 （略） 

  八 法第八条第四項（法第十一条第二項において準用する場合を含む。）に規定する指導に当

たっては、団体監理型技能実習を行わせる事業所及び団体監理型技能実習生の宿泊施設

（法第十一条第二項において準用する場合にあっては、これらのうち変更しようとする事項に

係るものに限る。）を実地に確認するほか、次に掲げる観点から指導を行うこと。この場合にお

いて、ロに掲げる観点からの指導については、修得等をさせようとする技能等について一定の

経験又は知識を有する役員又は職員にこれを担当させること。 

    イ 技能実習計画を法第九条各号に掲げる基準及び出入国又は労働に関する法令に適合

するものとする観点 

    ロ 適切かつ効果的に技能等の修得等をさせる観点 

    ハ 技能実習を行わせる環境を適切に整備する観点 

  九～十五 （略） 

  十六 前各号に掲げるもののほか、法務大臣及び厚生労働大臣が告示で定める特定の職種及

び作業に係る団体監理型技能実習の実習監理を行うものにあっては、当該特定の職種及び

作業に係る事業所管大臣が、法務大臣及び厚生労働大臣と協議の上、当該職種及び作業

に特有の事情に鑑みて告示で定める基準に適合すること。 

告示第３条 自動車整備作業に係る規則第五十二条第十六号に規定する告示で定める基準は、

同条第八号後段に規定する修得等をさせようとする技能等について一定の経験又は知識を有

する役員又は職員が次の各号のいずれかに掲げる者であることとする。 

  一 一級又は二級の自動車整備士の技能検定に合格した者 

  二 三級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し三年以上の実

務の経験を有する者 

  三 指定自動車整備事業規則（昭和三十七年運輸省令第四十九号）第四条に規定する自動

車検査員の要件を備える者 

  四 道路運送車両法第五十五条第三項に規定する自動車整備士の養成施設において五年以

上の指導に係る実務の経験を有する者 

 

○ 自動車整備作業に係る監理団体の業務の実施に関する基準のうち、技能実習計

画作成指導者は、次のいずれかに該当する要件を満たしていることが求められま

す。 

① １級又は２級の自動車整備士の技能検定に合格した者 

② ３級の自動車整備士の技能検定に合格した日から自動車整備作業に関し３年

以上の実務の経験を有する者 
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③ 指定自動車整備事業規則第４条に規定する自動車検査員の要件を備える者 

④ 道路運送車両法第５５条第３項に規定する自動車整備士の養成施設において

５年以上の指導に係る実務の経験を有する者 

 

○ ②における自動車整備作業の実務経験とは、次に掲げる事業場等（Ａ－１からＡ

－４まで）において、いずれかの整備作業（Ｂ－１又はＢ－２）に従事したことをいいま

す。 

 ・事業場等 

Ａ－１ 道路運送車両法第７８条の自動車分解整事業の認証を受けた者の事業場 

Ａ－２ 道路運送車両法第９４条の優良自動車整備事業の認定を受けた者の事業

場 

Ａ－３ 各都道府県自動車整備振興会から承認を受けた特定給油所（自家用乗用

自動車の４輪主ブレーキ及び駐車ブレーキがすべてディスク・ブレーキである自

動車の１年ごとの定期点検整備（分解整備を除く。）を確実に実施したとき、「定

期点検整備促進運動」による点検整備済ステッカーを交付できる給油所） 

Ａ－４ 上記各号に掲げる事業場等と同等の整備作業を行い得るその他の事業場

等（整備作業場所及び設備の説明資料の提出が必要となります。） 

・整備作業 

Ｂ－１ 道路運送車両法施行規則第３条に規定する分解整備 

Ｂ－２ 上記に掲げるものと同等の自動車の点検、調整及び交換作業 

（注：オイル、タイヤ、灯火装置、ワイパーブレード等の交換作業のみの軽微な作

業は実務経験には認められません。） 

 

○ ③における自動車検査員の要件により選任する場合は、指定自動車整備事業規

則第４条のいずれかに該当するかを明確にした上で、その経験年数を技能実習計

画作成指導員の履歴書に記載してください。 

 

○ ④における自動車整備士の養成施設において指導に係る実務経験者を選任する

場合は、実際に従事した自動車整備士の養成施設の名称を明示してください。 

なお、国土交通大臣が申請により指定する自動車整備士の養成施設の一覧は次

の国土交通省ＨＰで公表されていますので、実務に携わった養成施設が該当するか

どうかを確認の上、記載してください。 

国土交通省ＨＰ：http://www.mlit.go.jp/jidosha/jidosha_tk9_000004.html 
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【確認対象の書類】 

・ 技能実習計画作成指導者の履歴書（参考様式第２－13号） 

・ 自動車整備士技能検定合格証の写し（①、②の要件による場合に限る。） 

・ 実務経験証明書（②、④の要件による場合に限る。） 

・ 自動車検査員教習修了証の写し 等（③の要件による場合に限る。） 

・ 自動車分解整備事業の認証を受けた事業主であることを証する書面の写し（Ａ－１の事業場

で従事した場合に限る。） 

・ 優良自動車整備事業の認定を受けた事業主であることを証する書面の写し（Ａ－２の事業場

で従事した場合に限る。） 

・ 承認を受けた特定給油所であることを証する書面の写し（Ａ－３のの事業所で従事した場合

に限る。） 

・ Ａ－１からＡ－３までに掲げる事業場等と同等の整備作業を行い得ることを証する整備作業

場所及び設備についての説明を行った書面（Ａ－４の事業場で従事した場合に限る。） 

【留意事項】 

○ 実務経験証明書は従事した事業場等又は自動車整備士養成施設の事業主が作成し 、か

つ、次の項目の記載が必要となります。 

・ 氏名 

・ 従事した事業場等又は自動車整備士養成施設の名称、住所 

・ 実務経験期間（開始年月日及び終了年月日並びに経験年ヶ月） 

・ 事業場等の事業主名又は自動車整備士養成施設の代表者名（直筆又は事業主（代表

者）印の押印） 

・ 技能実習計画作成指導者が担当していた整備作業内容（②の要件による場合に限る。） 

・ 技能実習計画作成指導者が担当していた指導実務内容（④の要件による場合に限る。） 

・ 認証番号（Ａ－１の事業場で従事した場合に限る。） 

・ 認定番号（Ａ－２の事業場で従事した場合に限る。） 

・ 承認番号（Ａ－３の事業所で従事した場合に限る。） 

・ 整備作業場所及び設備内容（Ａ－４の事業場等で従事した場合に限る。） 

 

 


